
（平成２３年２月１６日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 8 件

国民年金関係 3 件

厚生年金関係 5 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 6 件

国民年金関係 4 件

厚生年金関係 2 件

年金記録確認徳島地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



徳島国民年金 事案592   

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和36年４月から41年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要

である。  

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和９年生 

    住        所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和36年４月から41年３月まで              

Ａ社会保険事務所（当時）において、私が夫婦二人分の申立期間に係

る国民年金保険料を遡って一括納付した。夫の申立期間に係る領収書は

所持しており、私の分についても納付したのは間違いないので、調査の

上、記録を訂正してほしい。 

             

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間以後の国民年金加入期間について、保険料を全て納

付していることなど、申立人の納付意識は高かったものと認められる。 

また、申立人は、申立期間に係る夫婦の国民年金保険料を遡って一括納

付したと主張しているところ、申立人が所持する申立人の夫に係るＡ社会

保険事務所発行の国民年金保険料現金領収書において、申立人の夫が申立

期間に係る国民年金保険料を一括して納付していることが確認できる上、

申立期間の保険料を納付することとした経緯や納付金額、納付方法等に係

る申立人の主張に不自然さは認められない。 

   さらに、申立人の夫のオンライン記録について、申立期間のうち、昭和

40年４月から41年３月までの期間については、平成22年12月22日付けで記

録訂正されるまで、未納期間として取り扱われていたことが確認できるこ

となど、行政の不適切な記録管理が見られる。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認められる。 

 

 

 



徳島国民年金 事案593   

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和39年４月から40年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要

である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和12年生 

    住        所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和39年４月から40年３月まで 

    国民年金の加入手続を行った直後に、申立期間の国民年金保険料が未

納であることを知らされたので、当該期間に係る夫婦二人分の国民年金

保険料をまとめて納付したことを覚えている。 

    未納とされていることに納得できない。 

             

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間は12か月と比較的短期間であるとともに、申立人は、国民年金

加入期間について、申立期間を除き、国民年金保険料を全て納付している。 

   また、申立人の国民年金手帳記号番号は、申立人の前後に国民年金手帳

記号番号が払い出された被保険者の状況などから、昭和40年４月から同年

８月までの期間に払い出されたものと推認でき、当該時点において、申立

期間に係る国民年金保険料を納付することは可能である上、申立人が納付

したとする国民年金保険料の金額は、当時の保険料額と一致していること

など、申立内容に不自然さは見られない。 

   さらに、申立人に係るＡ市区町村（現在は、Ｂ市区町村）の検認記録に

よれば、ⅰ）申立期間である昭和39年度の検認欄が削除されていること、

ⅱ）申立期間直後の40年４月から同年６月までの期間について、検認日が

不自然に訂正されていることなど、行政側の記録管理に不適切さがうかが

われる。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認められる。 

 



徳島国民年金 事案594   

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和39年４月から40年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要

である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和10年生 

    住        所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和39年４月から40年３月まで 

    国民年金の加入手続を行った直後に、申立期間の国民年金保険料が未

納であることを知らされたので、当該期間に係る夫婦二人分の国民年金

保険料を妻がまとめて納付したことを覚えている。 

    未納とされていることに納得できない。 

             

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間は12か月と比較的短期間であるとともに、申立人は、国民年金

加入期間について、申立期間を除き、国民年金保険料を全て納付している。 

   また、申立人の国民年金手帳記号番号は、申立人の前後に国民年金手帳

記号番号が払い出された被保険者の状況などから、昭和40年４月から同年

８月までの期間に払い出されたものと推認でき、当該時点において、申立

期間に係る国民年金保険料を納付することは可能である上、申立人の妻が

納付したとする国民年金保険料の金額は、当時の保険料額と一致している

ことなど、申立内容に不自然さは見られない。 

   さらに、Ａ市区町村（現在は、Ｂ市区町村）において、申立人に対し、

２つの国民年金手帳記号番号が払い出されている上、申立人に係るＡ市区

町村の検認記録によれば、ⅰ）申立期間である昭和39年度の検認欄が削除

されていること、ⅱ）申立期間直後の40年４月から同年６月までの期間に

ついて、検認日が不自然に訂正されていることなど、行政側の記録管理に

不適切さがうかがわれる。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認められる。 



徳島厚生年金 事案605 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたものと認められることから、申立人のＡ事業所における資格取得日

に係る記録を昭和49年１月１日に、資格喪失日に係る記録を同年12月29日

に訂正し、申立期間の標準報酬月額を同年１月から同年９月までの期間に

ついては４万5,000円、同年10月及び同年11月については５万2,000円とす

ることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和24年生 

    住    所 ：  

   

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和49年１月１日から同年12月29日まで 

    私は、Ａ事業所に約１年間において正社員として勤務した。同僚は全

て厚生年金保険に加入しているのに、私だけ厚生年金保険の被保険者記

録が無いことに納得いかない。厚生年金保険に加入していたことは間違

いないと思うので、記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の被保険者記録によると、申立人が昭和49年１月１日から同年

12月28日までの期間において、Ａ事業所に勤務していたことが確認できる。 

   また、Ａ事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票において、申

立人と同時期にＡ事業所本社に勤務し、同じ業務に従事していたとする同

僚４人全てに厚生年金保険の被保険者記録が確認できる。 

さらに、申立事業所の元役員は、「全員が厚生年金保険に加入している

ものと思っていた。」としている上、複数の同僚は、「厚生年金保険には、

入社してすぐに加入させてくれた。」、「厚生年金保険に加入していない

人はいなかった。」とそれぞれ供述していることから判断すると、申立期

間当時、Ａ事業所本社は、申立人と同職種の従業員のほぼ全員を厚生年金

保険に加入させていたと認められる。 

   これらを総合的に判断すると、申立人は申立期間に係る厚生年金保険料



を事業主により給与から控除されていたものと認められる。 

   また、申立期間の標準報酬月額については、申立人と同職種の複数の同

僚のＡ事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票の昭和49年１月及

び同年10月の標準報酬月額から、同年１月から同年９月までの期間につい

ては４万5,000円、同年10月及び同年11月については５万2,000円とするこ

とが妥当である。 

   なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、

申立期間の被保険者原票の整理番号に欠番が見当たらないことから、申立

人に係る社会保険事務所（当時）の記録が失われたとは考えられない上、

資格の取得及び喪失のいずれの機会においても社会保険事務所が申立人に

係る記録の処理を誤ることは考え難いことから、事業主から当該社会保険

事務所へ資格の得喪等に係る届出は行われておらず、その結果、社会保険

事務所は、申立人に係る昭和49年１月から同年11月までの保険料について

納入の告知を行っておらず、事業主は、申立期間に係る保険料を納付する

義務を履行していないと認められる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



徳島厚生年金 事案606 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、平成 20年 10月１日から同年 12月 26日までの期間について、

標準報酬月額の決定の基礎となる同年 10 月について標準報酬月額 16 万円

に相当する報酬月額が事業主により申立人へ支払われていたと認められる

ことから、申立人のＡ事業所における標準報酬月額に係る記録を同年 10

月及び同年 11 月は 16 万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和51年生 

    住    所 ：  

   

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成20年10月１日から同年12月26日まで              

平成20年10月１日から同年12月25日までの期間において、Ａ事業所に

勤務していた。当該期間の報酬について、事業主が社会保険事務所（当

時）に届出している標準報酬月額が給与支払明細書における支給額より

低く記録されている。給与支払明細書に基づく標準報酬月額に訂正して

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、平成 20 年 10 月１日から同年 12 月 26 日までの期間に係る年

金記録の確認を求めているが、あっせんの根拠となる法律の適用について

は、特例的に、厚生年金保険の保険料徴収権が時効により消滅した期間の

うち、申立日において保険料徴収権が時効により消滅していた期間につい

ては、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律を、

その他の期間については、厚生年金保険法を適用する、という厚生労働省

の見解が示されたことを踏まえて、当委員会では、上記各期間において、

その期間に適用される法律に基づき記録訂正が認められるかを判断するこ

ととしている。 

  申立期間については、本件申立日において保険料徴収権が時効により消

滅していない期間であるから、厚生年金保険法を適用する。 

申立人の申立期間に係る標準報酬月額については、オンライン記録によ

ると、平成 20 年 10 月及び同年 11 月は９万 8,000 円と記録されている。 



しかし、申立人から提出された給与支払明細書によると、標準報酬月額

の決定の基礎となる平成 20年 10月については標準報酬月額 16万円に相当

する報酬月額が事業主により申立人へ支払われていたことが確認できる。 

したがって、申立人のＡ事業所における標準報酬月額を平成 20 年 10 月

及び同年 11 月については 16 万円に訂正することが必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



徳島厚生年金 事案607 

 

第１ 委員会の結論 

申立人のＡ事業所における申立期間①に係る標準報酬月額については、申

立期間①のうち、平成 18 年 11 月から 19 年１月までの期間について、16

万円に訂正することが必要である。 

 なお、事業主は、当該期間の上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年

金保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付

する義務を履行していないと認められる。 

 また、申立期間①のうち、平成 19 年２月１日から 20 年 11 月１日までの

期間について、標準報酬月額の決定又は改定の基礎となる 18 年 11 月は標

準報酬月額 17 万円、19 年４月から同年６月までは標準報酬月額 18 万円、

20 年４月から同年６月までは標準報酬月額 18 万円に相当する報酬月額が

事業主により申立人へ支払われていたと認められることから、申立人のＡ

事業所における標準報酬月額に係る記録を 19 年２月から同年８月までは

17 万円、同年９月から 20 年 10 月までは 18 万円に訂正することが必要で

ある。 

さらに、申立期間②に係る標準賞与額７万8,000円に相当する賞与が事業

主により申立人へ支払われていたと認められることから、申立人のＡ事業

所における申立期間②の標準賞与額に係る記録を７万8,000円に訂正する

ことが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和53年生 

    住    所 ：  

   

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成18年11月10日から20年11月１日まで 

             ② 平成19年８月13日  

Ａ事業所に勤務した申立期間①について、社会保険事務所（当時）が

記録する標準報酬月額が実際に給与から控除されていた保険料額に見合

う標準報酬月額より低いことが分かった。 

また、申立期間②の標準賞与額の記録が無いことに納得いかない。当

時の給与支払明細書等があるので、実際に支給されていた給与額又は給

与から控除されていた保険料額に見合う標準報酬月額、及び実際に支給



されていた賞与額に見合う標準賞与額に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立人は、平成 18 年 11 月 10 日から 20 年 11 月１日までの期間の標準

報酬月額及び 19 年８月 13 日の標準賞与額に係る年金記録の確認を求め

ているが、あっせんの根拠となる法律の適用については、特例的に、厚

生年金保険の保険料徴収権が時効により消滅した期間のうち、申立日に

おいて保険料徴収権が時効により消滅していた期間については、厚生年

金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下「厚生

年金特例法」という。）を、その他の期間については、厚生年金保険法を

適用する、という厚生労働省の見解が示されたことを踏まえて、当委員

会では、上記各期間において、その期間に適用される法律に基づき記録

訂正が認められるかを判断することとしている。 

    両申立期間のうち、平成 18 年 11 月から 19 年１月までの期間につい

ては、本件申立日において保険料徴収権が時効により消滅していた期間

であるから、厚生年金特例法を、同年２月から 20 年 10 月までの期間に

ついては、本件申立日において保険料徴収権が時効により消滅していな

い期間であるから、厚生年金保険法を適用する。 

また、厚生年金特例法に基づき、標準報酬月額を改定又は決定し、こ

れに基づき記録の訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除

していたと認められる厚生年金保険料額及び申立人の報酬月額のそれぞ

れに見合う標準報酬月額の範囲内であることから、これらの標準報酬月

額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

２ 申立期間①のうち、平成 18 年 11 月から 19 年１月までの期間について

は、申立人から提出された給与支払明細書により確認できる厚生年金保

険料の控除額及び報酬月額から、当該期間の標準報酬月額を 16 万円とす

ることが妥当である。 

なお、当該期間に係る保険料の事業主による納付義務の履行について

は、Ａ事業所は既に廃業しているが、事業主は標準報酬月額について、

実際の報酬月額より低く社会保険事務所に届出していたと回答している

上、給与支払明細書等において確認できる厚生年金保険料控除額に見合

う標準報酬月額と社会保険庁(当時)の記録にある標準報酬月額が一致し

ていないことから、事業主は、給与支払明細書等において確認できる厚

生年金保険料控除額に見合う報酬月額を届け出ておらず、その結果、社

会保険事務所は、当該報酬月額に見合う厚生年金保険料について納入の

告知を行っておらず、事業主は当該期間の厚生年金保険料（訂正前の標

準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行して

いないと認められる。 



３ 申立期間①のうち、平成 19 年２月から 20 年 10 月までの期間に係る標

準報酬月額については、オンライン記録によると、９万 8,000 円と記録

されている。 

しかし、申立人から提出された給与支払明細書によると、標準報酬月

額の決定又は改定の基礎となる平成 18 年 11 月は標準報酬月額 17 万円、

19 年４月から同年６月までは標準報酬月額 18 万円、20 年４月から同年

６月までは標準報酬月額 18 万円に相当する報酬月額が事業主により申

立人へ支払われていたことが確認できる。 

したがって、申立人のＡ事業所における標準報酬月額に係る記録を平

成 19 年２月から同年８月までは 17 万円、同年９月から 20 年 10 月まで

は 18 万円に訂正することが必要である。 

４ 申立期間②については、申立人から提出された賞与支払明細書及び源

泉徴収票により、申立期間②に係る標準賞与額（７万 8,000 円）に相当す

る賞与が事業主により申立人へ支払われていたことが確認できる。 

したがって、申立人のＡ事業所における申立期間②の標準賞与額を７

万 8,000 円に訂正することが必要である。 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



徳島厚生年金 事案608 

 

第１ 委員会の結論 

申立人のＡ事業所における申立期間①に係る標準報酬月額については、

申立期間①のうち、平成 17 年 11月及び同年 12月については 12万 6,000 円、

18 年１月及び同年２月については 24 万円、同年３月については 22 万円、

同年４月については 14 万 2,000 円、同年８月については 20 万円、同年９

月から 19年１月までの期間については 22 万円に訂正することが必要であ

る。 

なお、事業主は、当該期間の上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年

金保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付

する義務を履行していないと認められる。 

また、申立期間①のうち、平成 19 年２月１日から 20 年 12 月 26 日まで

の期間について、標準報酬月額の決定又は改定の基礎となる 18 年４月から

同年６月までは標準報酬月額 24 万円、19 年５月から同年７月までは標準

報酬月額 30 万円、20 年４月から同年６月までは標準報酬月額 28 万円に相

当する報酬月額が事業主により申立人へ支払われていたと認められること

から、申立人のＡ事業所における標準報酬月額に係る記録を 19 年２月から

同年７月までは 24 万円、同年８月から 20 年８月までは 30 万円、同年９月

から同年 11 月までは 28 万円に訂正することが必要である。 

さらに、申立期間②に係る標準賞与額24万円に相当する賞与が事業主に

より申立人へ支払われていたと認められることから、申立人のＡ事業所に

おける申立期間②の標準賞与額に係る記録を24万円に訂正することが必要

である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和51年生 

    住    所 ：  

   

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成17年11月21日から20年12月26日まで 

             ② 平成19年８月13日 

Ａ事業所に勤務した期間のうち、申立期間①の標準報酬月額が実際に

給与から控除されていた保険料額に見合う標準報酬月額より低いことが

分かった。 



また、申立期間②の標準賞与額の記録が無いことに納得いかない。当

時の給与支払明細書等があるので、実際に支給されていた給与額又は給

与から控除されていた保険料額に見合う標準報酬月額、及び実際に支給

されていた賞与額に見合う標準賞与額に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立人は、平成 17 年 11 月 21 日から 20 年 12 月 26 日までの期間の標

準報酬月額及び 19 年８月 13 日の標準賞与額に係る年金記録の確認を求

めているが、あっせんの根拠となる法律の適用については、特例的に、

厚生年金保険の保険料徴収権が時効により消滅した期間のうち、申立日

において保険料徴収権が時効により消滅していた期間については、厚生

年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下「厚

生年金特例法」という。）を、その他の期間については、厚生年金保険法

を適用する、という厚生労働省の見解が示されたことを踏まえて、当委

員会では、上記各期間において、その期間に適用される法律に基づき記

録訂正が認められるかを判断することとしている。 

申立期間のうち、平成 17年 11月から 19年１月までの期間については、

本件申立日において保険料徴収権が時効により消滅していた期間である

から、厚生年金特例法を、同年２月から 20 年 11 月までの期間について

は、本件申立日において保険料徴収権が時効により消滅していない期間

であるから、厚生年金保険法を適用する。 

 また、厚生年金特例法に基づき、標準報酬月額を改定又は決定し、こ

れに基づき記録の訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除

していたと認められる厚生年金保険料額及び申立人の報酬月額のそれぞ

れに見合う標準報酬月額の範囲内であることから、これらの標準報酬月

額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

２ 申立期間①のうち、平成 17 年 11 月から 18 年４月までの期間及び同年

８月から 19 年１月までの期間に係る標準報酬月額については、申立人か

ら提出された給与支払明細書及び源泉徴収票により確認又は推認できる

厚生年金保険料の控除額及び報酬月額から、17 年 11 月及び同年 12 月に

ついては 12 万 6,000 円、18 年１月及び同年２月については 24 万円、同

年３月については 22 万円、同年４月については 14 万 2,000 円、同年８

月については 20 万円、同年９月から 19 年１月までの期間については 22

万円とすることが妥当である。 

なお、当該期間に係る保険料の事業主による納付義務の履行について

は、Ａ事業所は既に廃業しているが、給与支払明細書等において確認で

きる厚生年金保険料控除額に見合う標準報酬月額と社会保険庁(当時）の

記録にある標準報酬月額が長期間にわたって一致していないことから、



事業主は、給与支払明細書等において確認できる厚生年金保険料控除額

に見合う報酬月額を届け出ておらず、その結果、社会保険事務所（当時）

は、当該報酬月額に見合う厚生年金保険料について納入の告知を行って

おらず、事業主は当該期間の厚生年金保険料（訂正前の標準報酬月額に

基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行していないと認め

られる。 

一方、申立期間①のうち、平成18年５月から同年７月までの期間につ

いては、申立人から提出された給与支払明細書において、給与が支給さ

れていないことが確認できることから、記録を訂正する必要は認められ 

ない。 

３ 申立期間①のうち、平成 19 年２月から 20 年 11 月までの期間に係る標

準報酬月額については、オンライン記録によると 19 年２月から同年８月

までは 20 万円、同年９月から 20 年６月までは 19 万円、同年７月から同

年 11 月までは 16 万円と記録されている。 

しかし、標準報酬月額の決定又は改定の基礎となる平成 18 年４月から

同年６月までは標準報酬月額 24 万円、19 年５月から同年７月までは標

準報酬月額 30 万円、20 年４月から同年６月までは標準報酬月額 28 万円

に相当する報酬月額が事業主により申立人へ支払われていたことが確認

できる。 

したがって、申立人のＡ事業所における標準報酬月額に係る記録を平

成 19 年２月から同年７月までは 24 万円、同年８月から 20 年８月までは

30 万円、同年９月から同年 11 月までは 28 万円に訂正することが必要で

ある。 

４ 申立期間②については、申立人から提出された賞与支払明細書により、

申立期間②に係る標準賞与額(24 万円)に相当する賞与が事業主により

申立人へ支払われていたことが確認できる。 

したがって、申立人のＡ事業所における申立期間②の標準賞与額を 24

万円に訂正することが必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



徳島厚生年金 事案609 

 

第１ 委員会の結論 

申立人のＡ事業所における申立期間①に係る標準報酬月額については、

申立期間①のうち、平成 13 年４月から同年 12 月までの期間については 32

万円、15 年 12 月については 22 万円、16 年１月から同年６月までの期間に

ついては 17万円、同年７月から 17年２月までの期間については 14万 2,000

円、同年３月から同年 11 月までの期間については 15 万円、同年 12 月につ

いては 50 万円、18 年１月から同年６月までの期間については 15 万円、同

年９月から 19 年２月までの期間については 20 万円に訂正することが必要

である。 

なお、事業主は、当該期間における上記訂正後の標準報酬月額に基づく

厚生年金保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）

を納付する義務を履行していないと認められる。 

また、申立期間①のうち、平成 19 年３月１日から 20 年 12 月 26 日まで

の期間について、標準報酬月額の決定又は改定の基礎となる 18 年４月から

同年６月までは標準報酬月額 41 万円、19 年５月から同年７月までは標準

報酬月額 50 万円、20 年４月から同年６月までは標準報酬月額 47 万円に相

当する報酬月額が事業主により申立人へ支払われていたと認められること

から、申立人のＡ事業所における標準報酬月額に係る記録を 19 年３月から

同年７月までは 41 万円、同年８月から 20 年８月までは 50 万円、同年９月

から同年 11 月までは 47 万円に訂正することが必要である。 

さらに、申立人は申立期間③に係る標準賞与額 24 万 5,000 円に相当する

賞与が事業主により申立人へ支払われていたと認められることから、申立

期間③の標準賞与額に係る記録を 24万 5,000円に訂正することが必要であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和38年生 

    住    所 ：  

   

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成13年４月16日から20年12月26日まで 

②  平成18年８月８日  

③  平成19年８月13日      



Ａ事業所における給与の支払は、入社当時から預金口座振込であった

ので、給与の支給日には給与支払明細書だけ受取っていた。厚生年金保

険の手続は全て社長が行っていたので、社会保険事務所（当時）に届け

出た標準報酬月額が適正か否かについては知らなかった。 

会社が破産し、健康保険の任意継続手続を行った際、申立期間①の標

準報酬月額が実際に給与から控除されていた保険料額に見合う標準報酬

月額より低いことが分かった。 

また、標準賞与額についても納得いかない。当時の給与支払明細書等

があるので、実際に支給されていた給与額又は給与から控除されていた

保険料額に見合う標準報酬月額、及び実際に支給されていた賞与額に見

合う標準賞与額に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立人は、平成13年４月16日から20年12月26日までの期間の標準報酬

月額、18年８月８日及び19年８月13日の標準賞与額に係る年金記録の確

認を求めているが、あっせんの根拠となる法律の適用については、特例

的に、厚生年金保険の保険料徴収権が時効により消滅した期間のうち、

申立日において保険料徴収権が時効により消滅していた期間については、

厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下

「厚生年金特例法」という。）を、その他の期間については、厚生年金保

険法を適用する、という厚生労働省の見解が示されたことを踏まえて、

当委員会では、上記各期間において、その期間に適用される法律に基づ

き記録訂正が認められるかを判断することとしている。 

申立期間のうち、平成 13年４月から 19年２月までの期間については、

本件申立日において保険料徴収権が時効により消滅していた期間である

から、厚生年金特例法を、同年３月から 20 年 11 月までの期間について

は、本件申立日において保険料徴収権が時効により消滅していない期間

であるから、厚生年金保険法を適用する。 

また、厚生年金特例法に基づき、標準報酬月額を改定又は決定し、こ

れに基づき記録の訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除

していたと認められる厚生年金保険料額及び申立人の報酬月額のそれぞ

れに見合う標準報酬月額の範囲内であることから、これらの標準報酬月

額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

２ 申立期間①のうち、平成13年４月から同年12月までの期間、15年12月

から18年６月までの期間及び同年９月から19年２月までの期間に係る標

準報酬月額については、申立人から提出された給与支払明細書、源泉徴

収票及び預金通帳写しにより確認又は推認できる厚生年金保険料の控除

額及び報酬月額から、13年４月から同年12月までの期間については32万



円、15年12月については22万円、16年１月から同年６月までの期間につ

いては17万円、同年７月から17年２月までの期間については14万2,000

円、同年３月から同年11月までの期間については15万円、同年12月につ

いては50万円、18年１月から同年６月までの期間については15万円、同

年９月から19年２月までの期間については20万円とすることが妥当であ

る。 

 なお、当該期間に係る保険料の事業主による納付義務の履行について

は、Ａ事業所は既に廃業しているが、給与支払明細書等において確認又

は推認できる厚生年金保険料控除額に見合う標準報酬月額と社会保険庁

(当時）の記録にある標準報酬月額が長期間にわたって一致していないこ

とから、事業主は、給与支払明細書等において確認できる厚生年金保険

料控除額に見合う報酬月額を届け出ておらず、その結果、社会保険事務

所は、当該報酬月額に見合う厚生年金保険料について納入の告知を行っ

ておらず、事業主は当該期間の厚生年金保険料（訂正前の標準報酬月額

に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行していないと認

められる。 

  一方、申立期間①のうち、平成 14 年１月から同年 12 月までの期間に

ついては、申立人は、源泉徴収票等の厚生年金保険料の控除について確

認できる資料を所持していないことから、当該期間について、オンライ

ン記録上の標準報酬月額に見合う保険料額を超えた額の保険料が申立人

の給与から控除されていたことを確認することはできない。 

また、申立期間①のうち、平成 15 年１月から同年 11 月までの期間、

18年７月及び同年８月の標準報酬月額並びに申立期間②の標準賞与額に

ついては、源泉徴収票、給与支払明細書及び賞与支払明細書により、事

業主が源泉控除していたと認められる厚生年金保険料額に見合う標準報

酬月額及び標準賞与額は、オンライン記録により確認できる標準報酬月

額及び標準賞与額と同額又は低額であることから、厚生年金特例法によ

る保険給付の対象に当たらないため、あっせんは行わない。 

３ 申立期間①のうち、平成 19 年３月１日から 20 年 12 月 26 日までの期

間に係る標準報酬月額については、オンライン記録によると 19 年３月か

ら同年８月までは 15 万円、同年９月から 20 年８月までは 14 万 2,000

円、同年９月から同年 11 月までは 13 万 4,000 円と記録されている。 

しかし、標準報酬月額の決定又は改定の基礎となる平成 18 年４月から

同年６月までは標準報酬月額 41 万円、19 年５月から同年７月までは標

準報酬月額 50 万円、20 年４月から同年６月までは標準報酬月額 47 万円

に相当する報酬月額が事業主により申立人へ支払われていたことが確認

できる。 

したがって、申立人のＡ事業所における標準報酬月額に係る記録を平



成 19 年３月から同年７月までは 41 万円、同年８月から 20 年８月までは

50 万円、同年９月から同年 11 月までは 47 万円に訂正することが必要で

ある。 

４ 申立期間③については、申立人から提出された賞与支払明細書及び源

泉徴収票により、申立期間③に係る標準賞与額(24 万 5,000 円)に相当す

る賞与が事業主により申立人へ支払われていたことが確認できる。 

したがって、申立人のＡ事業所における申立期間③の標準賞与額を 24

万 5,000 円に訂正することが必要である。 



徳島国民年金 事案595  

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和46年４月から51年９月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和７年生 

    住        所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和46年４月から51年９月まで 

    私は、昭和53年か54年頃、Ａ市区町村Ｂ支所の窓口において、未納で

あった国民年金保険料25万円から27万円程度を一括で現金納付した。 

申立期間を含め未納期間の保険料は全て納付したはずであり、申立期

間について未納とされていることに納得できない。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

国民年金被保険者台帳等において、申立人は、ⅰ）昭和53年12月に、申

立期間直後の51年10月から53年３月までの保険料３万4,800円を過年度納

付していること、ⅱ）55年６月に、特例納付により39年４月から40年３月

までの期間、41年10月から42年３月までの期間及び申立期間直前の42年10

月から46年３月までの期間の保険料24万円を一括納付していることが確認

でき、これらの納付は、申立人が未納であった国民年金保険料を一括納付

したとする時期、納付したとする保険料額とおおむね一致している。 

   また、申立期間の国民年金保険料は26万4,000円であるところ、申立人は、

「昭和53年か54年頃、未納であった国民年金保険料25万円から27万円程度

を一括納付した。これ以外に、同程度の金額の保険料を、遡って一括納付

したことや数回に分けて納付した記憶は無い。」と供述するなど、申立人

が、前述のⅰ）又はⅱ）の納付の際に申立期間の国民年金保険料を合わせ

て納付したこと、あるいは、別途、申立期間の保険料を納付したことをう

かがわせる事情は見当たらない。 

   さらに、申立人の申立期間に係る国民年金保険料を納付したことを示す

関連資料(家計簿、確定申告書等）は無い。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判



断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



徳島国民年金 事案596  

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成13年８月の国民年金保険料については、納付していたもの

と認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和44年生 

    住        所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成13年８月 

    私は、Ａ事業所における社会保険事務担当者として、私自身の厚生年

金保険加入手続を行うため、平成13年９月頃、Ｂ社会保険事務所（当時）

を訪れた際、同事務所の職員の勧めで13年８月分の国民年金保険料を窓

口で納付したにもかかわらず、納付済期間とされていない。調査の上、

記録を訂正してほしい。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

国民年金被保険者報告書によれば、申立人の申立期間に係る資格取得日

（平成13年８月１日）及び資格喪失日（平成13年９月１日）の報告書が、

Ｃ市区町村において、平成18年７月10日に作成されていることが確認でき

ることから、申立期間当時、申立期間は未加入期間であったと推認される

上、申立期間の国民年金保険料は、社会保険事務所（当時）窓口において、

現年度保険料として納付することはできない。 

また、日本年金機構Ｄ事務センターは、「申立人が国民年金保険料を納

付したと記憶しているＢ社会保険事務所の業務窓口は、平成18年３月のレ

イアウト変更により申立人の記憶する場所に配置されており、申立期間当

時、国民年金保険料に関する相談は別の場所で対応していた。」と説明し

ている。 

このほか、申立人が申立期間に係る国民年金保険料を納付したことを示

す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、申立期間の保険料を納付し

ていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



徳島国民年金 事案597  

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和42年９月から平成10年11月までの国民年金保険料について

は、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和17年生 

    住        所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和42年９月から平成10年11月まで 

    申立期間当時は、両親が経営する会社を手伝っており、給料の代わり

として小遣いと国民年金保険料を納付してもらえることになっていたと

思う。 

    また、両親が死亡した以降は、親戚が会社の資金管理等を手伝ってく

れていたため、同氏が保険料を納付してくれていたと思う。 

    申立期間が未納となっていることに納得できないため、調査の上、記

録を訂正してほしい。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ市区町村作成の国民年金被保険者名簿及びオンライン記録において、

申立人の国民年金被保険者資格は、厚生年金保険被保険者の資格取得を理

由に、昭和38年７月25日付けで喪失していることが確認でき、その後、同

資格を再取得した状況は認められず、申立期間当時は未加入期間となって

いる上、申立人に対して別の国民年金手帳記号番号が払い出された状況も

確認できない。 

   また、申立人は、申立期間に係る国民年金加入手続及び保険料納付に関

与しておらず、申立人の国民年金加入手続及び保険料の納付を行ったとす

る申立人の両親は既に死亡していることから、国民年金への加入状況、保

険料の納付状況等は不明である上、申立人は、両親が死亡した昭和62年８

月以降、申立人の国民年金保険料の納付に関与していたとする親戚の氏名

等を記憶していないことから、当該親戚から当時の状況について聴取する

こともできない。 

   さらに、前述の国民年金被保険者名簿及びオンライン記録において、申

立人と一緒に国民年金保険料を納付してもらっていたとする申立人の妻は、



申立期間について、ⅰ）申立期間のうち、昭和50年10月から52年12月まで

の期間、53年７月から57年10月までの期間及び平成３年以降の一部期間の

保険料が納付済みであることが確認できるが、妻は、「当該期間については、

納付勧奨ハガキが届き、私の分だけ保険料が納められていないかと思い、

自分の分だけ保険料を納付したと思う。」と供述していること、ⅱ）このほ

かの期間については、厚生年金保険被保険者期間又は未納期間等であるこ

とが確認できることなど、申立人の申立期間に係る保険料が納付されたこ

とをうかがわせる事情は見当たらない。 

加えて、申立期間は375月に及んでおり、これだけの長期間にわたる事務

処理を行政機関が続けて誤るとは考え難い上、申立期間に係る国民年金保

険料を納付したことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほ

かに申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当

たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



徳島国民年金 事案598  

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和42年７月から50年９月までの期間及び57年11月から平成３

年３月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認め

ることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和21年生 

    住        所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和42年７月から50年９月まで 

             ② 昭和57年11月から平成３年３月まで 

申立期間当時は、義父母が経営する会社を手伝っており、給料の代わ

りとして小遣いと私たち夫婦の国民年金保険料を納付してもらえること

になっていたと思う。 

    また、義父母が死亡した以降は、親戚が会社の資金管理等を手伝って

くれていたため、同氏が保険料を納付してくれていたと思う。 

申立期間が未納となっていることに納得できないため、調査の上、記

録を訂正してほしい。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間に係る国民年金の保険料納付に関与しておらず、申

立人の国民年金保険料を納付したとする申立人の義父母は既に死亡してい

ることから、国民年金保険料の納付状況等は不明である上、申立人は、義

父母が死亡した昭和62年８月以降、申立人の国民年金保険料の納付に関与

していたとする親戚の氏名等を記憶していないことから、当該親戚から当

時の状況について聴取することもできない。 

   また、Ａ市区町村作成の国民年金被保険者名簿及びオンライン記録にお

いて、申立人と一緒に国民年金保険料を納付してもらっていたとする申立

人の夫は、申立期間①及び②は厚生年金保険加入期間又は国民年金の未加

入期間であることが確認できることなど、申立人の申立期間①及び②に係

る国民年金保険料が納付されたことをうかがわせる事情は見当たらない。 

さらに、申立期間は200月に及んでおり、これだけの長期間にわたる事務

処理を行政機関が続けて誤るとは考え難い上、申立期間に係る国民年金保



険料を納付したことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほ

かに申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当

たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 

 

 

 



徳島厚生年金 事案610 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和５年生 

    住    所 ：  

   

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和21年５月10日から30年７月30日まで 

    社会保険事務所（当時）に厚生年金保険被保険者期間を確認したとこ

ろ、Ａ事業所に勤務していた期間について、昭和30年９月10日に、脱退

手当金が支給済みであることを知った。 

私は、脱退手当金の支給申請を行っておらず受給もしていない。 

申立期間を厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間の脱退手当金は、支給金額に計算上の誤りは無く、申立人の厚

生年金保険被保険者台帳（旧台帳）には、「脱退手当金支給済」の押印、脱

退手当金が支給された旨の記載が確認できるとともに、申立期間に係る厚

生年金保険資格喪失日から約１か月後の昭和30年９月10日に支給決定され

ているなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

また、申立人の脱退手当金が支給決定された時期は、通算年金制度創設

前であり、20年以上の厚生年金保険被保険者期間が無ければ年金は受給で

きなかったことを踏まえると、申立期間の事業所を退職後、昭和45年３月

まで年金加入歴が無い申立人が脱退手当金を受給することに不自然さはう

かがえない。 

さらに、申立人から聴取しても、受給した記憶が無いというほかに、脱

退手当金を受給していないことをうかがわせる事情も見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申

立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 

 



徳島厚生年金 事案611 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、船員保険被保険者として船員保険料を事

業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和５年生 

    住    所 ：  

   

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和18年８月15日から20年３月20日まで 

    私の最初の船員保険被保険者資格の取得日は昭和20年３月20日となっ

ているが、尋常高等小学校を18年８月に中途退学した後、すぐにＡ事業

所に入社し、当時乗り組んでいた同社が所有するＢ丸が20年６月に空襲

で焼失するまでの期間において、同社所有の複数の船舶に乗り組んでい

た。 

調査の上、申立期間について、船員保険の被保険者期間として認めて

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間当時、Ａ事業所所有の船舶「Ｂ丸」、「Ｃ丸」、「Ｄ

丸」に乗り組んでいたと主張しているところ、船舶所有者名簿において同

社は確認できないが、Ｂ丸に係る船員保険被保険者名簿を確認したところ、

当該船舶はＥ氏が所有する船舶として記録されている上、申立人が申立期

間直後の昭和20年３月20日に同氏が所有する同船舶において船員保険被保

険者の資格を取得していることが確認できるとともに、Ｃ丸及びＤ丸に係

る船員保険被保険者名簿において、両船舶は同氏が所有する船舶として記

録されていることが確認できる。 

   また、申立人の当時の業務内容等に係る具体的な供述、及び申立人から

提出された昭和19年２月25日に撮影されたとする写真等から判断すると、

申立人が申立期間当時、Ｅ氏が所有する船舶「Ｂ丸」等に乗り組んでいた

ことはうかがえる。 

   しかし、申立期間当時に適用されていた、ⅰ）船員最低年齢法（大正12

年３月、法律第35号）第二条には、「十四歳未満の者は船員として之を使

用することを得ず。」と規定されていること、ⅱ）船員法施行令（改正昭



和17年６月23日、勅令第594号）第二条ノ二には、「専ら日本各港間を航行

する船舶に於いては十四歳以上の者を石炭夫又は火夫以外の船員として使

用することを得」と規定されていることから、申立期間のうち、申立人の

年齢が満14歳に到達する日の前日となる昭和19年＊月＊日までの期間にお

いては、申立人は、船員として雇用され、船員保険の被保険者となること

はできない期間であったことが認められる。 

また、申立人が乗り組んでいたと主張するＢ丸、Ｃ丸及びＤ丸に係る船

員保険被保険者名簿に記載された被保険者105人（申立人を含む。）の中で、

被保険者資格取得時の年齢が満14歳未満の被保険者は確認できない上、申

立期間における船員保険被保険者資格の取得者の中に、申立人の氏名は確

認できない。 

さらに、申立人が、申立期間当時、共に乗り組んでいたとする機関長の

Ｆ氏は既に死亡しており、当時の船長や、船舶所有者のＥ氏も連絡先が不

明であることなどから、申立人の申立期間における船員保険の加入状況、

給与からの船員保険料の控除等について確認できる関連資料や供述が得ら

れない。 

 このほか、申立期間に係る船員保険料の控除をうかがわせる関連資料及

び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が船員保険被保険者として、申立期間に係る船員保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。 

なお、申立人が入社したと主張するＡ事業所に係る健康保険厚生年金保

険被保険者名簿において、申立人の氏名は確認できない。 

 


